
学級数の人数基準 

                      

          令和 4年 4月  

■通常学級の人数について                  

 

小学１年 

小学２年 

小学３年 

  （人）    （学級） 

  １～ ３５  0.5(複式)or１ 

３６～ ６６  ２  ※以後、３３名毎に１クラス増 

６７～ ９９  ３ 

 １００～１３２  ４ 

 １３３～１６５  ５ 

 １６６～１９８  ６ 

 １９９～２３１  ７ 

 ２３２～２６４  ８ 

 

 

小学４年 

小学５年 

小学６年 

中学 1年 

中学２年 

中学３年 

  （人）    （学級） 

  １～ ４０  0.5(複式)or１ 

４１～ ６６  ２  ※以後、３３名毎に１クラス増 

６７～ ９９  ３ 

 １００～１３２  ４ 

 １３３～１６５  ５ 

 １６６～１９８  ６ 

 １９９～２３１  ７ 

 ２３２～２６４  ８ 

 

※教育山形｢さんさん｣プラン(県義務教育課長通知)より 

※公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法) 

改正により、令和４年度以降は１学年ずつ３５人学級化(小学校のみ) 

 

■複式学級の計算 

 

小学１年生を含む場合 

 

 

２つの学年で８人以下 

 

小学２年生以上の場合 

 

 

２つの学年で１６人以下 

※義務標準法より 

資料４ 


